
経営事項審査の申請の時期及び方法等について 
 
 建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第１９条の６第１項の規定に基づき、平成

２０年１月１日から同年１２月３１日までの間に行う建設業法（昭和２４年法律第１００号）第

２７条の２３第１項の規定による経営事項審査（経営状況の審査を除く。）の申請の時期及び方法

等に関し、必要な事項を次のとおり定めたので公示する。 

 
  平成１９年１１月１２日 

 
                     香川県知事  真  鍋  武  紀 

 
１ 申請の時期 
 (1) 申請の受付日 
   平成２０年１月１日から同年１２月３１日までの間で、土木監理課発行の平成２０年経営

事項審査申請要領（以下「申請要領」という。）において定める審査日 
 (2) 申請の受付時間 
   午前９時３０分から午後３時３０分まで（午前１１時から午後１時までの間を除く。） 

 
２ 申請方法 

(1) 経営事項審査の申請は、３の申請書類を申請要領において定める審査場所に持参すること
により行う。 

 (2) (1)の申請をしようとする者は、あらかじめ、１の(1)の申請の受付日のうち希望する日を６
の問い合わせ先に電話により申し込むこと。 

 
３ 申請書類 
 (1) 提出書類及び提示書類 
   申請要領において定める書類 
 (2) 提出書類の購入先 

購入先 所在地 電話番号 

（社）香川県建設業協会 
〃  長尾支部 
〃  小豆支部 
〃  坂出支部 
 〃 善通寺支部 
 〃  西讃支部 

高松市磨屋町６番地４ 
さぬき市長尾東１１２３番地２ 
小豆郡土庄町上庄１９５４番地３ 
坂出市久米町１丁目１４番１４号 
善通寺市与北町１８９番地 
観音寺市南町５丁目２番３９号 

０８７－８５１－７９１９ 
０８７９－５２－２３２４ 
０８７９－６２－０５８８ 
０８７７－４６－５７０９ 
０８７７－６２－１３９０ 
０８７５－２５－３４３９ 

 



(3) 申請要領の交付先 

交付先 所在地 電話番号 

香川県土木部土木監理課 
長尾土木事務所総務課 
小豆総合事務所総務課 
高松土木事務所総務課 
中讃土木事務所総務課 
西讃土木事務所総務課 

高松市番町４丁目１番１０号 
さぬき市長尾東１５３８番地１ 
小豆郡土庄町渕崎甲２０７９番地５ 

高松市多肥上町１２５１番地１ 
坂出市江尻町１３５５番地 
観音寺市坂本町 7丁目 3番１８号 

０８７－８３２－３５０７ 
０８７９－５２－２５８５ 
０８７９－６２－１３３３ 
０８７－８８９－８９０１ 
０８７７－４６－３１７８ 
０８７５－２５－１００１ 

 
４ 審査手数料 
 (1) 手数料 
   香川県使用料、手数料条例（昭和２７年香川県条例第２号）で定める額 
 (2) 納付方法 
   香川県証紙を県証紙貼付書にはり付けて納付すること。 

 
５ 審査結果の通知 
  経営事項審査の結果は、申請書、添付書類等に不備がある場合を除き、審査が終了した日か

らおおむね２月後までに、結果通知書を郵送することにより、申請者に通知する。 

 
６ 問い合わせ先 
  香川県土木部土木監理課契約・建設業グループ 
  高松市番町４丁目１番１０号 
  電話番号０８７―８３２―３５０７ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


